
議案第１４８号 

 

川崎市こども文化センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市こども文化センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２５年１１月２９日提出 

川崎市長  

 

川崎市こども文化センター条例の一部を改正する条例 

川崎市こども文化センター条例（昭和３５年川崎市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

別表川崎市日進町こども文化センターの項中「川崎市川崎区日進町５番地１」

を「川崎市川崎区堤根３４番地１５」に改める。 

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

  

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 日進町こども文化センターを移転するため、この条例を制定するものである。 

３条の５第２項の規定は、平成２５年１月１日から適用する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる住民の福祉の増進に寄与する

寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を追加するため、この条例を制定する

ものである。 

 

平成２５年１１月２９日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦




